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町田市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 

町田市自転車等の放置防止に関する条例（昭和５８年４月町田市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

第１６条第４項を削り、同条第３項中「処分する」を「売却し、その売却した代金

を保管する」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却すること

ができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をする

ことができる。 

第１６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「所有者」を「、その所有者」に、

「努めるとともに、確認のできたものについては、速やかに引き取るよう通知しなけ

れば」を「努めなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、所有者が確認できたときは、当該所有者に対し、速やかに当

該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。 

第１６条第２項を同条第３項とし、同条第１項前段中「前条」を「前項」に改め、

同項後段を削り、同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

 市長は、前条第２項又は第４項の規定により移送した自転車等を規則で定める自

転車等保管場所において、規則で定める期間保管しなければならない。 

第１６条第５項中「市長は、」を「前各項の規定にかかわらず、市長は、前条第２

項又は第４項の規定により」に、「その」を「、その」に、「等、」を「等」に、「処

分する」を「廃棄等の処分をする」に改める。 

第１７条の見出しを「（費用の納付等）」に改め、同条第１項中「第１５条」を「前

条第１項」に改め、「移送した自転車等について、規則で定める自転車等保管場所に」

を削り、「者は、」及び「際して、」の次に「当該自転車等の」を加え、「で定める

額（以下「移送料」という。）」を「の左欄に掲げる自転車等の区分に応じ、同表の

右欄に定める額」に改め、同条第２項中「前項の規定にかかわらず」を「特に理由が

あると認めるときは」に、「者については、移送料」を「ところにより、前項の規定
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による費用」に改める。 

第１８条を削り、第１９条を第１８条とし、第２０条を第１９条とし、第２１条を

第２０条とする。 

別表第１中「別表第１」を「別表第１（第９条関係）」に改める。 

別表第２中「別表第２」を「別表第２（第１７条関係）」に、 

「                「 

１台当たり ２，０００円 
 を  

１台につき３，０００円 
に改める。 

１台当たり ４，０００円 １台につき５，０００円 

               」               」 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

（１）第１８条を削り、第１９条を第１８条とし、第２０条を第１９条とし、第２１

条を第２０条とする改正規定 平成３１年４月１日 

（２）別表第２の改正規定（「別表第２」を「別表第２（第１７条関係）」に改める

部分を除く。）及び次項の規定 平成３１年１０月１日 

（３）前２号に掲げる規定以外の規定 公布の日 

 （経過措置） 

２ 前項第２号に掲げる規定による改正後の別表第２の規定は、平成３１年１０月１

日以後に町田市自転車等の放置防止に関する条例第１５条第２項又は第４項の規

定により移送した自転車等の移送及び保管に要した費用の納付について適用し、同

日前にこれらの規定により移送した自転車等の移送及び保管に要した費用の納付

については、なお従前の例による。 
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＿部分は改正部分 

町田市自転車等の放置防止に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（移送した自転車等の措置） （移送した自転車等の措置） 

第１６条 市長は、前条第２項又は第４項の規

定により移送した自転車等を規則で定める自

転車等保管場所において、規則で定める期間

保管しなければならない。 

第１６条 

２ 市長は、前項の規定により移送した自転車

等を保管したときは、当該自転車等が放置さ

れていた場所にその旨を告示しなければなら

ない。 

  市長は、前条の規定により移送した自転車

等を保管したときは、当該自転車等が放置さ

れていた場所にその旨を告示しなければなら

ない。移送した自転車等の保管期間は、規則

で定める。 

３ 市長は、前項の規定により保管した自転車

等について、その所有者の確認に努めなけれ

ばならない。この場合において、所有者が確

認できたときは、当該所有者に対し、速やか

に当該自転車等を引き取るよう通知しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により保管した自転車

等について所有者の確認に努めるとともに、

確認のできたものについては、速やかに引き

取るよう通知しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により通知したにもか

かわらず返還することができない自転車等又

は所有者が確認できない自転車等について

は、第１項の規定により保管した後売却し、

その売却した代金を保管することができる。

この場合において、当該自転車等につき、買

受人がないとき、又は売却することができな

いと認められるときは、市長は、当該自転車

等につき廃棄等の処分をすることができる。 

３ 市長は、前項の規定により通知したにもか

かわらず返還することができない自転車等又

は所有者が確認できない自転車等について

は、第１項の規定により保管した後処分する

ことができる。 

 ４ 市長は、前項の規定により自転車等を処分

する場合は、その旨を告示しなければならな

い。 

５ 前各項の規定にかかわらず、市長は、前条

第２項又は第４項の規定により移送した自転

車等で、その機能が著しく喪失している等明

らかに財産的価値を有していないと認められ

るものについては、直ちに廃棄等の処分をす

ることができる。 

５ 市長は、移送した自転車等でその機能が著

しく喪失している等、明らかに財産的価値を

有していないと認められるものについては、

直ちに処分することができる。 

（費用の納付等） （移送料） 

第１７条 前条第１項の規定により保管してい

る自転車等を引き取ろうとする者は、当該自

第１７条 第１５条の規定により移送した自転

車等について、規則で定める自転車等保管場
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＿部分は改正部分 

町田市自転車等の放置防止に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

転車等の引取りに際して、当該自転車等の移

送及び保管に要した費用として別表第２の左

欄に掲げる自転車等の区分に応じ、同表の右

欄に定める額を納付しなければならない。 

所に保管している自転車等を引き取ろうとす

る者は、引取りに際して、移送及び保管に要

した費用として別表第２で定める額（以下「移

送料」という。）を納付しなければならない。 

２ 市長は、特に理由があると認めるときは、

規則で定めるところにより、前項の規定によ

る費用の納付を免除することができる。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で

定める者については、移送料の納付を免除す

ることができる。 

 （準用） 

 第１８条 自転車等の駐車場に駐車してある自

転車等で、その利用者が当該自転車等を継続

して一定期間利用していないと認められる場

合については、前３条（第１６条第１項を除

く。）の規定を準用する。 

（証票の携帯等） （証票の携帯等） 

第１８条 略 第１９条 略 

（町田市行政手続条例の適用除外） （町田市行政手続条例の適用除外） 

第１９条 略 第２０条 略 

（委任） （委任） 

第２０条 略 第２１条 略 

別表第１（第９条関係） 別表第１ 

略 
 

略 
 

別表第２（第１７条関係） 別表第２ 

自転車 １台につき３，０００円 

原動機付自転車 １台につき５，０００円 
 

自転車 １台当たり ２，０００円 

原動機付自転車 １台当たり ４，０００円 
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